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この週間を通して差別、いじめ等の人権侵害を自分自身のこととして捉え、改めて人権について考えてみませんか。

～「誰か」のこと  じゃない。～みんなで築こう人権の世紀

夜間人権ホットライン 人権侵害や日常生活の法律問題を弁護士に
相談できます。　☆一人当たり10分程度

（公財）東京都人権啓発センター
☎（6722）0127日時　12月8日（火）午後5時～8時

平和・人権・男女共同参画係／4階
☎（3228）8229  （3228）8860

期間　12月4日（金）～10日（木）
会場　中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」西側

人権擁護委員の活動紹介や区内小学生の「人権の花」活動
報告、さまざまな人権問題に関するパネルをご覧になれます。

人権パネル展 12/3～9は障害者週間
障害者就労施設による自主生産品の販売会

日時　11月30日（月）～12月4日（金）、各日午前10時
から（売り切れ次第終了）
会場　区役所1階区民ホール

障害者施策推進係／1階　
☎（3228）8832  （3228）5660

12月4日～10日は
人権週間

エイズは、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）の感染により、体の免疫力が低下する病気
です。病状が進行するとさまざまな病気を発症しますが、感染しても早期に発見し適
切な治療を受けることで、エイズの発症を防ぐことができます。
国内では、年間1,300人前後のペースで新規感染者が増えています。少しでも感
染の不安があったら、血液検査（HIV抗体検査）を受けましょう。次の検査・相談は、い
ずれも匿名、無料です。
☆①②とも、聴覚障害のある方はファクス番号を記入してファクスで、保健予防係へ

気になったら一人で悩まずに相談を

12月1日は
世界エイズデー

保健予防係（中野区保健所）
☎（3382）6500  （3382）7765

東京都HIV／エイズ電話相談　
☎（3227）3335
平日＝正午～午後9時
土・日曜日、祝日＝午後2時～5時

エイズ予防財団・エイズ電話相談　
☎0120（177）812
☆携帯電話からは☎（5259）1815へ。平日のみ、
午前10時～午後5時（午後1時～2時を除く）

③電話相談
☆ 検査は行っていま
せん

結果が陰性の場合、当日中にその旨を
知ることができます。検査項目はHIVの
み。相談もできます。

日時　12月6日、来年2月7日、いずれも日曜日午後　☆予約
の際に来所時間を指定
申込み　平日正午～午後8時に電話で、事業委託先のNPO法
人アカー☎（6382）6190へ

①即日検査・相談

HIVと同時に梅毒とクラミジア感染症、
Ｂ型肝炎の検査も受けられます。結果は
2～3週間後に分かります。

日時　来年3月までの毎月第2・第4水曜日、午後1時30分～
2時15分　☆12月と来年3月の第4水曜日は結果告知のみ
申込み　検査日前日までに電話で、保健予防係へ

②通常検査・相談

中野区表彰式を行いました中野区表彰式を行いました
令和2年度令和2年度

秘書係／4階　☎（3389）1111（代表）  （3228）5647

e-Taxはインターネット上で税の申告ができ
るサービスです。利用には、マイナンバーカード
の取得が必要。マイナンバーカードは、申請から
お渡しまでに約2か月かかります。年末年始は
通常よりも時間がかかるため、利用予定の方は
早めに申請してください。

マイナンバーカード交付係／1階
☎（3228）5425  
（3228）5653

確定申告で確定申告でee
イータックスイータックス
-Tax-Taxを利用する方へを利用する方へ

マイナンバーカードの
申請・取得はお早めに

区は、自治の発展や福祉の向上などに尽力された方を
表彰しています。
今年度は、10月30日の表彰式で、次の方々を表彰しま

した（表彰状3人［☆印］、感謝状2人）。

表彰されたみなさん表彰されたみなさん（敬称略）（敬称略）
自治功労自治功労  
吉成  武男（南台3丁目）☆
杉山  明（若宮3丁目）

納税功労納税功労
井元  喜代枝（本町1丁目）
社会教育功労社会教育功労
松本  肇（野方2丁目）☆
廣川  紘子（中野1丁目）☆

▲表彰式に参加されたみなさん

中野区独自の給付金を支給します
国の特別定額給付金の支給対象にならなかった新生児の保護者ややむを
得ない事情で給付金を受給できなかった方を支援するための給付金です。

特別定額給付金係／7階　
☎（3228）3250  （3228）3269

11月20日から
中野区新生児特別定額給付金コールセンター
☎（3228）5436

問合せ

無戸籍の方はご相談ください

さまざまな理由で出生届を提出でき
ず、お子さんまたはご自身が戸籍に記載
されていない方は、戸籍係または東京法
務局無戸籍相談窓口☎（5213）1344へ
相談してください。無戸籍でお困りの方
をご存じの方も相談できます。
詳しくは、法務省HP内「無戸籍でお困

りの方へ」をご覧ください。

戸籍係／1階
☎（3228）5503  （3228）5653

日時　年末年始を除く平日の午前8時30分～午後5時15分
☆①③④はナビダイヤル。⑤⑥は24時間パソコンやスマートフォンで相談可

東京法務局人権相談

①みんなの人権110番　
☎0570（003）110

③女性の人権ホットライン
☎0570（070）810

②子どもの人権110番
☎0120（007）110

④外国語人権相談ダイヤル（英語、中国語
など10言語に対応）☎0570（090）911

⑤インターネット
人権相談

⑥L
ライン
INEによる

人権相談

新生児特別定額給付金
対象児　令和2年4月28日～同3年4月1日に生まれ、
出生届により中野区に住民登録したお子さん
申請できる方　対象児の世帯主で、4月27日から申請日
まで引き続き中野区に住民登録のある方
給付額　対象児一人につき5万円
申請期限　申請書の発送日から原則3か月以内　☆11月
下旬以降順次申請書を郵送予定

☆平日午前8時30分～午後5時

特例給付金
対象　4月27日から申請日まで引き続き中野区に住
民登録がある方で、以下の事由により世帯主または代
理人が特別定額給付金を申請できなかった方
•福祉施設に入所していた
•病院に入院していた
•海外に滞在していた
給付額　一人につき10万円
申請期限　来年2月26日
☆要件に該当すると思われる方は、特別定額給付金係
へ問い合わせを

自動車はもちろん、自転車も飲酒運転は禁止
です。交通ルールやマナーを守り、事故を起こさ
ないようにしましょう。

12/1～7
TOKYOTOKYO交通安全キャンペーン交通安全キャンペーン
生活・交通安全係／8階  
☎（3228）8886  （3228）5658

▲マイナちゃん

HPで
詳しく

HPで
詳しく

◀新生児特別
定額給付金に
ついて詳しく
はこちら

◀特例給付金に
ついて詳しくは
こちら


